
・家庭系ごみの自己搬入方法を変更します
・無許可の回収業者を利用しないでください
・家庭ごみの出し方（保存用）
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無許可の回収業者を利用しないでください

問い合わせ　
資源循環課　TEL.048 -228 -5370　
戸塚環境センター　TEL.048-295-0131　　
鳩ヶ谷衛生センター　TEL.048-281-5043

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を
利用しないでください。
ご家庭のごみは、市の責任の下で適正に処理する必要があります。
市の許可や委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集
することは認められません。

家庭系ごみの自己搬入方法を変更します家庭系ごみの自己搬入方法を変更します

搬入日時を
予約して　　　

1 ごみを運んで2 手数料を
現金で支払う

31
１０㎏につき
１００円です

自分が出したごみを、今まで以上に責任をもって処理施設に持ち込んでいた
だくため、予約制を導入し、手数料を改定します。

「無許可」の回収業者

令和５年２月１日～

令和５年4月１日～

自己搬入に予約が必要になります

自己搬入時の手数料を改定します

予約専用ダイヤル 050-3146-8953 ※9：00～17：00　月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 
●自己搬入を希望する日の２週間前から予約できます。
●予約可能回数は１世帯１回です。次の予約申込は、持ち込みが終わった翌日以降にお願いします。

問い合わせ　戸塚環境センター　TEL.048 -295 -0131

（4月3日㈪搬入分から）

改定後手数料 １０㎏につき１００円（税込）※改定前…100㎏まで無料、100㎏超１０㎏につき30円
●10㎏未満の場合は10㎏に切り上げます。（例）９㎏…１００円、２０㎏…２００円
●特定処理困難物※には、上記手数料はかからず、指定の手数料がかかります。
※スキー板、アコーディオンカーテン、スプリングマットレスなど。詳細はお問い合わせください。

問い合わせ　資源循環課　TEL.048 -228 -5370



ＰＣＢ廃棄物・産業廃棄物に関する
年次報告等は６月３０日が提出期限です
ＰＣＢ廃棄物・産業廃棄物に関する

年次報告等は６月３０日が提出期限です

繁殖期のカラスにご注意ください。

問い合わせ　産業廃棄物対策課　TEL.０４８－２２８－５３８０

問い合わせ　自然保護対策室　TEL.０４８－２２９－６７３５

令和４年度分の下記年次報告書等について、令和５年４月１日から６月30日までの間に
産業廃棄物対策課まで提出してください。様式は、産業廃棄物対策課のホームページから
ダウンロードできます。

カラスは本来攻撃的な生きものではありません。しかし、春から初夏にかけての
繁殖期には威嚇や攻撃をすることがあります。特に５月以降になると、親ガラスが
卵やヒナを守ろうとする本能から、巣に近づく人に対してより攻撃的になります
ので、なるべく巣やヒナから離れて刺激しないようにしましょう。

○カラスに襲われたときは
　近くの樹木や電柱などに巣やヒナがいる可能性が
あるので、背中は向けず目線は離さないまま、
すぐにその場から離れるようにしましょう。それ
でも襲われた場合は、傘や帽子、カバンなどで頭を
守ることが大切です。

○増えすぎたカラスを減らすには
　カラスにとって人が出すごみはごちそうです。
ごみの出し方を守り、カラスが食べるごみを減らす
ことによって、ごみの散乱を防ぐだけでなく、
長期的にカラスの増加を抑えることができます。

○飛べないカラス（ヒナ）が道路を歩いているときは
　ヒナは巣立ちの時に地面に落ちてしまうことがあり
ます。地面を歩くヒナは、近くに親ガラスが見守って
いる可能性があるので、近づかないでください。ヒナは
すぐに飛ぶことはできませんが、通常１日から３日
ほどで飛び立ちます。

①PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
対象▶ PCB廃棄物等を保管・所有する方、PCB廃棄物を処分した方

対象▶ 市内の事業場において、産業廃棄物の処理を委託し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を
        交付した方

対象▶ 法または埼玉県条例の規定に該当する多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している方

※産業廃棄物対策課のホームページから電子データにより提出することもできますので是非ご利用ください。

対象▶ 令和４年度に③の計画書を提出した方

②産業廃棄物管理票交付等状況報告書

③産業廃棄物処理計画書

④産業廃棄物処理計画実施状況報告書

※新型コロナウイルス感染症の影響により提出期限が延長される場合があります。

※市ではカラスの捕獲は
　行っておりません。 問い合わせ　自然保護対策室　TEL.

はごちそうです。
ごみの出し方を守り、カラスが食べるごみを減らす

の散乱を防ぐだけでなく、
長期的にカラスの増加を抑えることができます。



乾電池・コイン型電池（CR・BR）

ボタン型電池（SR・PR・LR)・充電式電池（二次電池）

リチウムイオン電池・スプレー缶の捨て方にご注意ください！

収集を希望する場合、お申込みが必要です。

市役所、支所、公民館等に設置された
専用ボックスに出してください。 ▲回収場所等の

　詳細はこちら

▲申し込み方法の
　詳細はこちら

袋に入れずにそのまま出してください。
ただし液もれしている場合は袋に入れて出してください。

受付専用ダイヤル　048-251-1111
月曜～金曜　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

お申込み後は市内のコンビニエンスストア等で
川口市廃棄物（粗大ごみ）処理手数料納付券を購入してください。
※処理費用が多くかかるものは納付券を複数枚貼っていただきます。

1辺が40cmを
超える大きさの
もの
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市では回収しておりません。

ボタン型電池（SR・PR・LR）は回収協力店にお持ちください。
ボタン電池回収推進センター　TEL 0120-266-205

正しく排出しないと破裂や発火して事故がおきます。
●リチウムイオン電池を使用した製品
モバイルバッテリー、電子タバコ、携帯扇風機などに使われています。
電池を外してから金属類で排出してください。ただし分解が必要な製品については、
危険なため無理に分解せず、そのまま金属類で排出してください。

・カセットボンベ　 カセットボンベお客様センター　TEL 0120-14-9996
・その他スプレー缶  日本エアゾール協会　TEL 03-5207-9850

充電式電池（二次電池）はリサイクル協力店にお持ちください。
一般社団法人JBRC　TEL 03-6403-5673

問い合わせ　資源循環課　TEL.048-228-5370

専用ボックス

液もれ
電池

月2回

曜日

月2回

曜日

保存用
2023.2 作成

出し方

●スプレー缶
必ず最後まで使い切った状態で金属類で排出してください。
危険なので穴はあけないでください。
ガス抜きの方法がわからないときは、下記にご連絡ください。

当日の朝８時３０分までに出してください家 庭 ご み

第

第

第

粗大ごみ（40cmを超えるごみ）

川口市ごみ減量キャンペーン
キャラクター「ごみまる」

正しい場所に
正しく出してね！

ソファー

40cmを超えるもの

有害ごみ

マークの
あるもの

マークの
あるもの

ふたとラベルは
はがしてください

40cm以下

ふたを取ってください

※祝日も曜日どおり収集します（年末年始を除く）。
※一般ごみは透明または白色半透明袋、それ以外は透明袋に入れて出してください（紙類を除く）。
※汚れがひどい資源物は一般ごみで出してください。
詳しくは右QRコード、または資源循環課（048-228-5370）までお問い合わせください。

生ごみは「ひとしぼり」して
水分を切ってから出してください



乾電池・コイン型電池（CR・BR）

ボタン型電池（SR・PR・LR)・充電式電池（二次電池）

リチウムイオン電池・スプレー缶の捨て方にご注意ください！

収集を希望する場合、お申込みが必要です。

市役所、支所、公民館等に設置された
専用ボックスに出してください。 ▲回収場所等の

　詳細はこちら

▲申し込み方法の
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袋に入れずにそのまま出してください。
ただし液もれしている場合は袋に入れて出してください。

受付専用ダイヤル　048-251-1111
月曜～金曜　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
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川口市廃棄物（粗大ごみ）処理手数料納付券を購入してください。
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市では回収しておりません。

ボタン型電池（SR・PR・LR）は回収協力店にお持ちください。
ボタン電池回収推進センター　TEL 0120-266-205

正しく排出しないと破裂や発火して事故がおきます。
●リチウムイオン電池を使用した製品
モバイルバッテリー、電子タバコ、携帯扇風機などに使われています。
電池を外してから金属類で排出してください。ただし分解が必要な製品については、
危険なため無理に分解せず、そのまま金属類で排出してください。

・カセットボンベ　 カセットボンベお客様センター　TEL 0120-14-9996
・その他スプレー缶  日本エアゾール協会　TEL 03-5207-9850

充電式電池（二次電池）はリサイクル協力店にお持ちください。
一般社団法人JBRC　TEL 03-6403-5673

問い合わせ　資源循環課　TEL.048-228-5370
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必ず最後まで使い切った状態で金属類で排出してください。
危険なので穴はあけないでください。
ガス抜きの方法がわからないときは、下記にご連絡ください。
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生ごみは「ひとしぼり」して
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浄化槽を
お使いのみなさまへ

浄化槽の定期的な維持管理

清　掃

浄化槽の正しい使用

浄化槽の機能を妨げるものは、流入させないようにしましょう。

ブロワーの電源は
抜かないでください。

マンホールの上に物を
置かないでください。

保守点検

　単独処理浄化槽  は、トイレの排水のみを処理し、台所やお風呂などの生活雑排水は処
理されないため、川や海にそのまま流れてしまいます。
　また、設置後数十年を経過している単独処理浄化槽は、老朽化により破損や漏水等の
事例が多く、そのまま放置すれば、生活環境の保全や公衆衛生に支障が生ずるおそれが
あるものには、撤去等を求める場合があります。

　浄化槽は、トイレの排水などを処理する大切な装置です。浄化槽の
定期的な維持管理と正しい使用は、故障を減らすだけでなく、悪臭の
発生や汚物の流出を防ぎ、川や海を守ることにもつながります。

浄化槽内に溜まった汚泥などを引抜き、
洗浄を行います。
年１回以上の実施が義務付けられています。
市が許可する清掃業者に委託してください。

・微生物の活動に影響があるものの例
　酸性洗剤、大量の漂白剤や洗剤、殺虫剤、酒類、油脂類、ペットの糞
・配管を詰まらせるものの例
　ティッシュ、紙おむつ、ウェットティッシュ、衛生用品

消毒剤の補充、浄化槽本体の調整などを行います。
規模や構造により定められた回数の実施が義務付け
られています。
市に登録のある保守点検業者に委託してください。

※ し尿のみを処理し、生活雑排水を直接放流する古いタイプの浄化槽のこと。

合併処理浄化槽に転換すると、家庭から出る水の汚れが約8分の１になります。

法定検査の受検、清掃・保守点検の実施が法律（浄化槽法）で義務付けられています。

～生活雑排水を垂れ流していませんか～

～浄化槽を正しく使い、水環境を守りましょう～

問い合わせ　環境保全課　TEL.048-228-5389

浄化槽が正常に機能しているかなど総合的な検査を行います。
この検査は２種類あり、浄化槽の使用開始後３カ月を過ぎた日から５カ月の間に行う
水質検査（７条検査）、年１回行う定期水質検査（１１条検査）の受検が義務付けられています。
( 一社 ) 埼玉県環境検査研究協会（０４８－７７８－８７００）に依頼してください。

法定検査

ブロワーは微生物がはたらくうえで
必要な空気を送ります。

清掃や保守点検、法定検査の
妨げになる場合があります。

× × ×

×

※



PCB廃棄物（安定器）の
処分はお済みですか？
PCBを含む
可能性がある
主な照明器具

PCB廃棄物の保管及び処分の状況の届出

調査にご協力ください

高濃度PCB廃棄物の処理（収集運搬・処分）には費用負担を軽減する制度があります

※PCBは「ポリ塩化ビフェニル」の略です

ＰＣＢ廃棄物は、法律に定められた期限内に処分しなければなりません。
期限を過ぎると処分できなくなりますので、早急な処分をお願いします。

また、普段あまり立ち入らない場所、倉庫や電気室の片隅、使用していない建物
内などに、未把握のＰＣＢ廃棄物が残置されていないか、今一度ご確認ください。

※高濃度PCBを含有する変圧器及びコンデンサーは、すでに処分期限が過ぎています。
　使用・保管されている場合は、至急産業廃棄物対策課までご連絡ください。

中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）
北海道事業所（東京事務所）０３-５７６５-１１９７
※ＪＥＳＣＯでの処分には、事前登録が必要です。

令和５年３月３１日まで・

低濃度PCB廃棄物の処分期限は「令和9年３月３１日まで」で処分先は「無害化処理認定施設等」となります。

PCB廃棄物を保管及び所有する事業者は、保管及び処分状況を市に届け出ることが法令で定められています。

問い合わせ　産業廃棄物対策課　TEL.048-228-5380

軽減措置の適用を受けるには、JESCOへの申し込みが必要です。
軽減制度の詳細は
川口市ホームページ「高濃度PCB廃棄物の処理費用負担を軽減する制度」をご覧ください。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/045/pcbkankei/32661.html

市では、PCBを含む可能性がある機器をお持ちの方を対象に、調査票や
電話等による調査を行っていますので、ご協力をお願いします。
なお、この調査で金銭を要求することはありません。

蛍光灯器具 水銀灯器具

昭和52年以前の建物等は要注意!

ＰＣＢ使用安定器の処分期限 ・ 処分先

※一般家庭用の蛍光灯
　にはPCBは含まれて
　いません。

PCB安定器
処分期限まで

あ
と2ヶ月!!



2023年2月1日号

令和5年2月28日（火）当日消印有効

 いつもごみを正しく出していただいてありがとうございます。
今回の見開きは家庭ごみの出し方を一覧にしました。収集日が
書き込めるようになっているので、ご自宅の収集日を書き込んで
冷蔵庫等に貼ってご活用いただけると幸いです。
　これからもごみの出し方を守って、住みやすいきれいな街に
していきましょう。ご協力をよろしくお願いいたします。
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前号の解答は「エコライフ」でした。507通のご応募をいただきました。ありがとうございました。

「猫に小判」と同じ意味のことわざは
「〇〇に真珠」です。
光の三原色は〇〇、青、緑の3つです。
源〇〇〇〇が鎌倉へ向かう道中、
立ち寄ったのが川口だといわれています。 
「〇〇に耳あり障子に目あり」という
ことわざがあります。
「海老で〇〇を釣る」という
ことわざがあります。
床に置く脚の無い椅子のことです。
マグロの肉は赤身、カレイの肉は〇〇〇です。
お金を貯めたり投資したりして増やすことを、
「〇〇〇運用」といいます。
お餅をつくときには杵と〇〇を使います。
ごみまると並ぶ川口市のマスコット
キャラクターといえば？

本町にある川口市立〇〇〇〇〇センターの
展示では、川口の歴史や文化を学ぶことが
できます。
「〇〇〇は〇〇〇の風が吹く」という
ことわざがあります。
年上の男きょうだいは兄、
年上の女きょうだいは〇〇です。
手紙の最後に付けたしで「P.S」。
日本語では何でしようか。
イギリスを略すと「英」、ドイツは「独」、
ではアメリカは何でしようか。
川口市は関東の「本当に〇〇〇〇〇街大賞」に
4年連続でランクインしています。 
握ったり巻いたりする、和食を代表する
食べ物です。
桜町にある会議室や多目的室を備えた
施設は、ふれあいプラザ〇〇〇です。
「白湯」と書いて何と読むでしよう。 

https://logoform.jp/form/zRQD/197571 にアクセス
令和5年2月28日（火）  23:59 締切り

会社・飲食店等から出る廃棄物の正しい処理方法について会社・飲食店等から出る廃棄物の正しい処理方法について

　会社・飲食店等から出る廃棄物は、路上の家庭用ごみステーションに捨てると、
市の条例に違反します。また、指導・命令などに応じない場合は罰則（過料5万円）
の対象となります。
　なお、会社・飲食店等から発生する、紙ごみ・生ごみ等の一般廃棄物の正しい処
理方法は、直接、車で各環境センターに持ち込みするか、市が許可した業者に収集
を委託するか、どちらかの方法で処分をお願いします。

問い合わせ　資源循環課　TEL.048-228-5370
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